
Title 加藤富子著『都市型自治への転換』
Sub Title Tomiko Kato, "Conversion to an urban style of autonomy"
Author 荒木, 義修(Araki, Yoshinobu)

Publisher 慶應義塾大学法学研究会
Publication

year
1985

Jtitle 法學研究 : 法律・政治・社会 (Journal of law, politics, and
sociology). Vol.58, No.11 (1985. 11) ,p.135- 142 

JaLC DOI
Abstract
Notes 紹介と批評
Genre Journal Article
URL https://koara.lib.keio.ac.jp/xoonips/modules/xoonips/detail.php?koara

_id=AN00224504-19851128-0135

慶應義塾大学学術情報リポジトリ(KOARA)に掲載されているコンテンツの著作権は、それぞれの著作者、学会また
は出版社/発行者に帰属し、その権利は著作権法によって保護されています。引用にあたっては、著作権法を遵守し
てご利用ください。

The copyrights of content available on the KeiO Associated Repository of Academic resources (KOARA) belong to
the respective authors, academic societies, or publishers/issuers, and these rights are protected by the Japanese
Copyright Act. When quoting the content, please follow the Japanese copyright act.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org


紹介と批評

加
藤
富
子
著

『
都
市
型
自
治
へ
の
転
換
』

は
じ
め
に

　
本
書
は
、
あ
る
意
味
で
、
こ
れ
ま
で
の
日
本
の
行
政
学
に
対
す
る
批
判

の
書
と
い
っ
て
も
よ
い
。
著
者
の
批
判
の
最
大
の
論
点
は
、
日
本
の
行
政

学
が
欧
米
の
行
政
学
の
理
論
紹
介
に
偏
重
し
て
い
て
、
観
念
的
で
難
解
な

議
論
が
多
く
、
実
証
的
な
研
究
が
な
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
点
に
あ
る
。

欧
米
に
あ
っ
て
日
本
に
な
い
も
の
が
あ
れ
ば
こ
れ
を
導
入
す
る
こ
と
が
近

代
化
で
あ
る
と
説
き
、
欧
米
に
な
く
て
日
本
に
あ
る
も
の
が
あ
れ
ば
こ
れ

を
前
近
代
的
遺
物
だ
と
す
る
議
論
な
ど
へ
の
批
判
で
も
あ
る
。
こ
の
よ
う

な
点
は
な
に
も
行
政
学
、
政
治
学
に
か
ぎ
ら
ず
日
本
の
社
会
科
学
全
般
に

つ
い
て
言
え
る
こ
と
で
は
あ
る
が
、
行
政
の
実
務
に
つ
い
て
豊
か
な
経
験

を
も
つ
著
者
の
批
判
で
あ
る
だ
け
に
、
こ
の
批
判
は
極
め
て
説
得
力
に
富

ん
で
い
る
。

　
本
書
は
、
自
治
行
政
関
係
者
と
し
て
の
実
務
経
験
と
行
政
学
者
と
し
て

の
豊
か
な
学
識
に
支
え
ら
れ
、
仮
説
の
設
定
や
分
析
枠
組
み
な
ど
は
極
め

て
洗
練
さ
れ
て
か
つ
ス
マ
ー
ト
な
も
の
で
あ
り
、
同
時
に
斬
新
な
統
計
的

手
法
を
適
用
し
て
豊
富
な
実
証
的
デ
ー
タ
を
処
理
し
て
お
り
、
仮
に
こ
の

ま
ま
欧
米
に
翻
訳
さ
れ
て
も
、
十
分
通
用
す
る
示
唆
に
富
む
書
物
で
あ
る
。

　
地
方
自
治
体
の
政
策
決
定
過
程
な
い
し
都
市
政
治
の
研
究
に
つ
い
て
の

実
証
的
な
デ
ー
タ
が
集
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
比
較
的
ご
く
最

近
の
こ
と
で
あ
る
。

　
な
ぜ
日
本
に
お
い
て
地
域
政
治
研
究
が
発
展
し
て
こ
な
か
っ
た
の
か
と

言
え
ば
、
村
松
岐
夫
氏
が
こ
れ
ま
で
の
通
説
的
な
準
拠
枠
に
対
し
て
疑
問

を
投
げ
か
け
て
い
る
ご
と
く
、
「
自
治
の
範
囲
は
小
さ
い
と
い
う
前
提
の

う
え
で
諸
研
究
課
題
を
選
ん
で
き
た
か
ら
で
」
（
『
京
都
市
政
治
の
動
態
』
二

頁
）
あ
る
。

　
わ
が
国
に
お
け
る
こ
の
分
野
の
先
駆
的
研
究
と
し
て
は
、
F
・
ハ
ン
タ

ー
（
固
。
胤
国
琶
醇
）
の
『
地
域
権
力
構
造
』
（
9
目
巨
盲
冴
ぎ
譲
霞
幹
歪
。
－

言
量
を
モ
デ
ル
と
し
た
秋
元
律
郎
『
現
代
都
市
の
権
力
構
造
』
を
あ
げ

る
こ
と
が
で
き
る
．
さ
ら
に
、
F
・
ハ
ン
タ
ー
の
い
わ
ゆ
る
エ
リ
ー
テ
ィ

ス
ト
・
モ
デ
ル
に
対
す
る
批
判
が
R
・
ダ
ー
ル
（
霧
冨
濤
U
魯
一
）
の
プ
リ

ュ
ラ
リ
ス
ト
・
モ
デ
ル
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
に
及
び
、
論
争
が
巻
き
起
こ

さ
れ
た
こ
と
は
周
知
の
こ
と
で
あ
る
が
、
両
者
の
折
衷
的
な
方
法
を
日
本

の
都
市
研
究
に
適
用
し
た
も
の
と
し
て
Y
・
ク
・
ダ
『
地
方
都
市
の
権
力

構
造
』
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
そ
の
後
、
革
新
自
治
体
が
生
ま
れ
た
り
、
「
住
民
参
加
」
「
市
民
自
治
」

な
ど
の
言
葉
が
登
場
す
る
に
と
も
な
い
、
地
域
政
治
へ
の
関
心
が
高
ま
る
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よ
う
に
な
っ
た
が
、
わ
が
国
の
地
方
自
治
体
に
お
げ
る
政
策
形
成
過
程
を

対
象
と
し
た
最
初
の
体
系
的
な
研
究
と
し
て
は
、
野
口
悠
紀
雄
ら
の
「
地

方
財
政
に
お
け
る
意
思
決
定
の
分
析
」
（
「
経
済
分
析
」
第
七
一
号
、
昭
和
五
一

年
三
月
所
収
）
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
予
算
編
成
過
程
に
焦
点
を
あ

て
た
政
策
形
成
過
程
の
マ
ク
ロ
分
析
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
が
、
こ
れ
に

対
し
て
地
方
自
治
体
の
政
策
形
成
過
程
の
ミ
ク
ロ
分
析
を
目
指
す
も
の
と

し
て
．
最
近
、
村
松
岐
夫
氏
と
三
宅
一
郎
氏
ら
の
グ
ル
ー
プ
が
な
し
た

『
京
都
市
政
治
の
動
態
』
が
あ
る
．
ま
た
、
池
田
市
、
川
西
市
、
宝
塚
市

の
市
会
議
員
を
中
心
と
し
た
イ
ソ
タ
ピ
ュ
ー
調
査
に
も
と
ず
く
若
田
恭
二

『
現
代
日
本
の
政
治
と
風
土
』
も
見
落
と
せ
な
い
。
し
か
し
、
村
松
岐
夫

氏
、
若
田
恭
二
氏
ら
の
実
態
調
査
が
京
都
市
な
ど
の
ご
く
限
ら
れ
た
市
を

対
象
と
し
て
い
る
の
に
対
し
て
．
本
書
は
、
む
し
ろ
、
一
三
に
も
及
ぶ
複

数
都
市
を
対
象
と
し
た
ミ
ク
・
的
な
「
比
較
分
析
」
を
目
指
す
も
の
で
あ

り
、
同
時
に
時
系
列
的
な
視
角
を
も
含
む
も
の
で
あ
る
。

二
　
内
容
と
批
評

　
本
書
は
、
そ
の
理
論
構
成
と
し
て
、
「
従
来
の
行
政
学
が
主
と
し
て
指

向
し
て
い
た
行
政
管
理
論
を
組
織
体
内
部
に
保
有
す
る
資
源
（
人
、
金
、

物
）
に
対
す
る
マ
ネ
ー
ジ
メ
ン
ト
と
し
て
『
内
部
管
理
』
と
位
置
づ
け
、

他
方
、
行
政
体
を
取
り
ま
く
外
部
環
境
の
変
化
に
対
応
す
る
た
め
の
管
理

者
の
活
動
を
『
外
部
管
理
』
と
し
て
．
『
内
部
管
理
』
と
『
外
部
管
理
』

の
双
方
を
統
合
し
た
『
行
政
経
営
管
理
』
を
行
政
学
と
し
て
把
握
す
る
必

要
が
あ
る
」
（
本
書
、
は
し
が
ぎ
）
と
い
う
立
場
を
と
っ
て
い
る
。
こ
こ
で

「
外
部
管
理
」
と
は
、
外
部
環
境
の
変
化
を
把
握
す
る
「
環
境
認
知
」
、
行

政
対
策
の
原
案
を
作
成
す
る
「
政
策
形
成
」
、
世
論
形
成
な
ど
の
「
環
境

形
成
」
の
三
つ
の
活
動
の
こ
と
を
意
味
す
る
が
、
わ
が
国
に
お
い
て
は
、

こ
の
「
外
部
管
理
」
に
対
す
る
関
心
が
薄
か
っ
た
た
め
、
「
政
策
形
成
に

役
立
つ
政
策
科
学
が
未
発
達
で
あ
」
る
と
指
摘
す
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ

う
な
著
者
の
視
角
は
、
何
も
本
書
に
お
い
て
初
め
て
述
べ
ら
れ
た
も
の
で

は
な
く
、
旧
著
『
行
政
広
報
管
理
』
（
昭
和
四
六
年
七
月
）
の
中
に
お
い
て

す
で
に
展
開
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
。

　
第
一
章
は
、
著
者
が
な
ぜ
実
態
調
査
を
志
す
よ
う
に
な
っ
た
の
か
が
述

べ
ら
れ
て
い
る
。
総
合
研
究
開
発
機
構
・
地
方
自
治
研
究
資
料
セ
ン
タ
ー

編
『
公
共
サ
ー
ビ
ス
の
内
容
と
負
担
－
都
市
化
時
代
の
行
政
哲
学
』
の

中
に
収
録
さ
れ
て
い
る
実
態
調
査
が
き
っ
か
け
で
、
そ
れ
以
降
、
「
専
ら

地
方
自
治
関
係
の
実
態
調
査
に
情
熱
を
燃
や
し
続
け
』
（
本
書
、
は
し
が
き
）
、

昭
和
五
四
年
に
は
地
方
自
治
研
究
資
料
セ
ン
タ
ー
編
『
自
治
体
に
お
け
る

政
策
形
成
の
政
治
行
政
力
学
』
を
著
し
た
と
い
う
。

　
さ
ら
に
，
先
述
の
野
口
悠
紀
雄
氏
ら
の
よ
う
な
マ
ク
ロ
分
析
の
結
果
で

て
く
る
も
の
は
，
「
単
な
る
現
状
分
析
で
し
か
な
い
」
と
し
て
、
「
我
々
に

よ
り
必
要
な
の
は
、
政
策
形
成
に
参
画
す
る
首
長
、
議
員
．
住
民
、
圧
力

団
体
、
企
業
、
マ
ス
コ
ミ
等
々
の
さ
ま
ざ
ま
な
関
係
主
体
の
性
格
、
能
力
、

思
惑
、
ま
た
、
そ
れ
ら
関
係
主
体
を
と
り
ま
く
地
域
の
風
土
、
当
該
地
方

行
政
体
の
組
織
体
質
等
々
の
複
雑
な
か
ら
み
合
い
と
い
う
ナ
マ
の
政
策
形

成
過
程
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
明
ら
か
に
す
る
ミ
ク
・
分
析
の
結
果
で
あ
る
。

そ
れ
に
よ
っ
て
こ
そ
、
は
じ
め
て
地
方
自
治
体
の
政
治
・
行
政
の
実
態
が
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紹介と批評

具
体
性
を
持
っ
て
明
ら
か
と
な
り
、
そ
こ
に
横
た
わ
る
問
題
の
本
質
が
明

確
と
な
っ
て
、
今
後
、
我
々
が
採
る
べ
き
対
策
に
つ
い
て
具
体
的
に
論
議

す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
の
で
あ
る
。
」
（
本
書
、
六
頁
）
と
主
張
し
、
政
策

形
成
過
程
の
ミ
ク
・
分
析
の
必
要
性
を
訴
え
て
い
る
。

　
第
二
章
「
高
度
経
済
成
長
以
前
の
市
町
村
の
状
況
」
で
は
、
都
市
化
に

つ
い
て
述
べ
る
前
段
階
と
し
て
明
治
二
〇
年
代
か
ら
昭
和
三
〇
年
代
ま
で

の
農
村
型
社
会
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
か
が
説
明
さ
れ
て
い
る
。
つ

ま
り
、
「
『
む
ら
』
連
合
的
要
素
の
強
い
市
町
村
．
地
域
社
会
の
主
導
権
を

握
る
地
域
ボ
ス
的
有
力
者
の
集
団
指
導
体
制
に
よ
る
市
町
村
支
配
、
国
や

県
の
指
導
に
全
く
依
存
的
で
あ
っ
た
、
か
つ
て
の
町
村
役
場
的
雰
囲
気
を

多
分
に
残
存
す
る
市
町
村
職
員
」
（
本
書
、
二
四
頁
）
が
そ
の
特
色
と
し
て

指
摘
さ
れ
て
い
る
。

　
第
三
章
「
政
治
・
行
政
体
質
改
革
の
推
進
主
体
」
で
は
、
高
度
経
済
成

長
に
よ
っ
て
地
域
社
会
が
農
村
型
社
会
か
ら
都
市
型
社
会
に
移
行
す
る
際
、

「
当
該
市
町
村
の
議
会
や
市
役
所
が
ど
の
よ
う
に
変
化
し
て
き
た
か
」
「
誰

が
そ
の
地
方
自
治
体
の
政
治
・
行
政
体
質
の
都
市
化
改
革
を
進
め
る
原
動

力
に
な
っ
た
か
」
な
ど
が
分
析
さ
れ
て
い
る
。
昭
和
五
六
年
に
調
査
対
象

一
一
市
（
石
岡
、
熊
谷
、
狭
山
、
与
野
、
松
戸
、
習
志
野
、
八
千
代
、
厚
木
、
武

蔵
野
、
狛
江
、
東
久
留
米
）
の
市
長
に
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
調
査
を
実
施
し
、
市

長
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
の
と
り
か
た
か
ら
、
政
治
・
行
政
改
革
状
況
を
五

つ
の
パ
タ
ー
ン
に
分
類
し
た
。
す
な
わ
ち
、
「
政
治
・
行
政
の
近
代
化
に

つ
ま
ず
い
た
市
」
と
し
て
東
久
留
米
市
が
あ
げ
ら
れ
、
そ
れ
以
外
の
市
は

「
市
長
主
導
に
よ
る
衝
撃
型
改
革
路
線
」
「
市
長
主
導
に
よ
る
漸
進
型
改
革

路
線
」
「
市
長
主
導
に
よ
る
折
衷
型
改
革
路
線
」
の
三
つ
の
パ
タ
ー
ン
の

い
ず
れ
か
で
あ
り
、
さ
ら
に
、
『
市
民
－
そ
れ
も
学
者
等
の
一
部
の
有

識
者
市
民
ー
主
導
に
よ
っ
て
市
政
体
質
の
都
市
化
・
近
代
化
路
線
を
歩

ん
だ
」
武
蔵
野
市
が
例
外
的
な
パ
タ
ー
ン
と
し
て
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
い

ず
れ
に
せ
よ
、
市
の
政
治
・
行
政
体
質
の
改
革
に
あ
た
っ
て
、
わ
が
国
で

は
市
長
が
最
も
大
ぎ
な
力
を
持
っ
て
い
る
点
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

　
第
四
章
「
都
市
化
現
象
と
市
役
所
職
員
」
で
は
、
農
村
型
か
ら
都
市
型

へ
移
行
し
て
い
く
な
か
で
、
市
長
以
外
の
ア
ク
タ
ー
で
あ
る
地
方
自
治
体

職
員
が
取
り
上
げ
ら
れ
、
そ
の
消
極
的
役
割
が
、
簡
潔
に
指
摘
さ
れ
て
い

る
。　

第
五
章
「
都
市
化
が
議
会
（
議
員
）
に
お
よ
ぼ
す
影
響
」
は
、
地
方
自

治
研
究
資
料
セ
ソ
タ
ー
編
『
都
市
化
と
議
員
・
地
域
リ
ー
ダ
！
の
役
割
行

動
』
に
お
け
る
実
態
調
査
の
要
約
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。
著
者
が
責
任
者

で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
研
究
委
員
に
秋
元
律
郎
、
飽
戸
弘
、

佐
藤
誠
三
郎
、
中
島
正
郎
、
渡
辺
保
男
の
各
氏
が
名
を
連
ね
て
い
る
。

　
調
査
方
法
と
し
て
は
、
関
東
一
都
六
県
と
山
梨
県
の
中
か
ら
横
浜
．
川

崎
の
二
政
令
都
市
を
除
く
一
五
六
市
の
う
ち
「
大
都
市
圏
」
に
属
す
る
一

〇
六
市
を
母
集
団
と
し
、
こ
の
一
〇
六
都
市
を
人
口
規
模
、
人
口
増
加
率
、

市
外
へ
の
通
勤
・
通
学
者
比
率
を
基
準
に
し
て
、
九
グ
ル
ー
プ
に
層
化
し
、

各
層
か
ら
五
分
の
一
抽
出
で
二
二
市
が
選
定
さ
れ
て
い
る
．
さ
ら
に
、
こ

の
二
二
市
に
つ
い
て
、
人
口
お
よ
び
社
会
関
係
の
特
性
化
に
関
連
の
あ
る

一
九
の
指
標
に
つ
い
て
因
子
分
析
を
お
こ
な
い
、
寄
与
率
の
高
い
二
つ
の

因
子
で
あ
る
第
一
因
子
「
人
口
変
動
因
子
」
（
社
会
増
加
率
、
年
少
人
口
比
率
、
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労
働
力
人
口
比
率
、
老
年
人
口
比
率
、
人
口
増
減
率
、
核
家
族
比
率
）
と
第
二
因

子
「
社
会
階
層
因
子
』
（
大
卒
者
比
率
、
所
得
額
、
事
業
所
数
、
第
三
次
産
業
比

率
）
を
摘
出
し
．
こ
れ
ら
の
因
子
得
点
か
ら
二
二
市
を
下
記
の
三
つ
の
グ

ル
ー
プ
に
分
類
し
て
い
る
。

1
．
「
都
市
化
度
第
－
群
都
市
」

23

『
都
市
化
度
第
n
群
都
市
」

「
都
市
化
度
第
皿
群
都
市
」

－
人
口
が
停
滞
的
で
農
村
的
色

彩
の
濃
い
都
市
（
農
村
型
）
。

石
岡
市
、
熊
谷
市
、
本
圧
市
、

茂
原
市
。

－
人
口
が
爆
発
的
に
増
加
し
、

急
激
に
近
効
住
宅
都
市
化
し

つ
つ
あ
る
都
市
（
中
間
型
）
。

狭
山
市
、
上
尾
市
、
与
野
市
、

鳩
ケ
谷
市
、
志
木
市
、
北
本

市
、
松
戸
市
、
八
千
代
市
、

鎌
ケ
谷
市
、
福
生
市
、
相
模

原
市
、
厚
木
市
。

－
人
口
が
安
定
化
に
向
い
近
効

住
宅
都
市
と
し
て
成
熟
段
階

に
あ
る
都
市
（
成
熟
型
）
。
習

志
野
市
、
武
蔵
野
市
、
府
中

市
、
国
分
寺
市
、
狛
江
市
、

東
久
留
米
市
。

こ
の
よ
う
に
、
都
市
化
の
度
合
い
に
よ
っ
て
議
員
の
意
識
の
違
い
を
浮

彫
り
に
で
き
る
よ
う
に
設
計
さ
れ
て
い
る
。

　
こ
の
調
査
の
中
に
は
、
二
二
市
の
在
職
全
議
員
六
九
四
人
（
昭
和
五
六

年
七
月
）
に
対
す
る
面
接
訪
問
調
査
（
有
効
回
収
票
数
四
八
七
、
七
〇
．
二
％
）

が
含
ま
れ
て
お
り
、
と
く
に
、
都
市
化
の
進
展
に
伴
っ
て
、
名
望
家
型
議

員
の
減
少
と
そ
れ
に
と
っ
て
か
わ
る
専
業
型
議
員
の
増
加
が
指
摘
さ
れ
て

い
る
。

　
さ
ら
に
、
議
員
の
役
割
意
識
の
構
造
に
つ
い
て
、
議
員
の
タ
テ
マ
エ
と

ホ
ン
ネ
の
間
に
ど
の
よ
う
な
相
違
が
あ
る
か
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
下
記
の
よ
う
な
内
容
の
三
つ
の
質
問
項
目
が
含
ま
れ
て
い
る
。

　
　
1
．
議
員
自
身
が
「
議
員
の
役
割
と
し
て
何
が
重
要
と
考
え
て
い
る

　
　
　
　
か
」
と
い
う
価
値
意
識
（
タ
テ
マ
エ
）
〔
重
視
す
る
役
割
〕

　
　
2
．
議
員
の
支
持
者
の
期
待
に
つ
い
て
の
認
知
態
度
〔
期
待
さ
れ
る

　
　
　
　
役
割
〕

　
　
3
．
議
員
が
現
実
に
行
っ
て
い
る
役
割
（
ホ
ン
ネ
）
〔
現
実
の
役
割
〕

　
ま
た
、
回
答
の
選
択
肢
は
、
下
記
の
よ
う
な
七
項
目
で
あ
り
．
す
べ
て

の
質
問
に
共
通
の
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

　
　
－
．7　6　5　4　3　2

政
策
を
立
案
す
る

政
策
を
審
議
し
決
定
す
る

行
政
執
行
を
監
視
・
批
判
す
る

住
民
の
た
め
の
世
話
役
・
相
談
役
に
な
る

住
民
の
要
望
を
把
握
し
、
市
政
に
反
映
さ
せ
る

市
政
の
重
要
な
問
題
を
住
民
に
示
し
啓
蒙
す
る

住
民
の
市
政
に
関
す
る
情
報
を
伝
え
る
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そ
の
結
果
、
そ
れ
ぞ
れ
七
項
目
ご
と
に
「
重
視
す
る
役
割
」
「
期
待
さ

れ
る
役
割
」
「
現
実
の
役
割
」
の
比
較
が
可
能
と
な
り
、
ま
た
さ
ま
ざ
ま

な
ク
ロ
ス
を
と
る
こ
と
に
よ
り
議
員
の
行
動
を
う
な
が
す
要
因
な
ど
が
探

ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
「
都
市
化
度
第
－
群
都
市
」
「
都
市
化
度
第
n
群
都

市
」
「
都
市
化
度
第
m
群
都
市
」
と
い
う
三
つ
の
次
元
で
議
員
の
「
現
実
の

役
割
」
が
比
較
さ
れ
、
都
市
化
と
と
も
に
議
員
活
動
が
変
化
し
て
い
る
こ

と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
．
さ
ら
に
、
こ
の
一
〇
年
間
に
以
前
と
比
較
し
て

活
発
に
な
っ
た
役
割
行
動
が
あ
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
の
質
問
で
は
、
第

－
群
都
市
、
第
H
群
都
市
、
第
皿
群
都
市
で
も
「
巳
　
住
民
の
要
望
を
把

握
し
、
市
政
に
反
映
さ
せ
る
」
を
あ
げ
て
い
る
割
合
が
高
く
、
さ
ら
に
、

所
属
政
党
別
の
役
割
構
造
認
識
の
違
い
も
摘
出
さ
れ
て
い
る
。

　
第
六
章
「
市
長
、
議
員
か
ら
み
た
住
民
像
」
で
は
、
住
民
の
受
益
者
意

識
は
強
い
が
、
「
地
域
社
会
（
パ
ブ
リ
ッ
ク
）
の
主
体
者
と
し
て
の
自
覚
に

乏
し
く
、
行
政
に
対
し
て
、
き
わ
め
て
依
存
的
で
あ
り
、
議
会
の
動
き
に

対
し
て
も
無
関
心
で
あ
」
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
．

　
第
七
章
「
自
治
体
の
政
策
形
成
力
学
」
は
、
前
掲
『
自
治
体
に
お
け
る

政
策
形
成
の
政
治
行
政
力
学
』
の
一
部
要
約
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
「
環

境
要
因
」
（
国
・
県
の
動
向
、
他
市
の
動
向
、
市
の
実
情
、
一
般
社
会
の
実
情
な

ど
）
、
「
行
政
外
部
主
体
要
因
」
（
議
会
、
各
種
団
体
、
住
民
運
動
、
世
論
、
企
業

な
ど
）
、
「
行
政
内
部
主
体
要
因
」
（
市
長
、
管
理
監
督
者
、
一
般
職
員
、
職
員
労

働
組
合
な
ど
）
の
三
つ
の
要
因
が
あ
げ
ら
れ
、
「
す
べ
て
の
地
方
自
治
体
は
、

政
策
形
成
に
あ
た
っ
て
の
影
響
力
構
造
の
観
点
か
ら
み
る
と
、
前
記
三
要

因
の
か
ら
み
合
い
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
独
自
の
政
策
形
成
バ
タ
ー
ン
を

持
っ
て
い
る
。
」
（
本
書
、
一
二
五
頁
）
と
い
う
分
析
枠
組
み
が
紹
介
さ
れ
て

い
る
。
分
析
の
基
本
的
デ
ー
タ
は
、
東
久
留
米
市
、
厚
木
市
、
習
志
野
市
、

武
蔵
野
市
、
府
中
市
、
相
模
原
市
、
神
戸
市
を
対
象
と
し
た
昭
和
五
四
年

の
実
態
調
査
が
も
と
に
な
っ
て
い
る
が
、
七
市
の
課
長
以
下
の
行
政
職
員

（
有
効
回
収
票
数
一
、
八
三
九
）
を
対
象
に
し
た
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
本
章
で
は
む
し
ろ
、
二
年
後
に
実
施
さ
れ
た
前
章
で
紹
介
し

た
前
掲
『
都
市
化
と
議
員
・
地
域
リ
ー
ダ
ー
の
役
割
行
動
』
を
と
り
あ
げ
、

調
査
対
象
を
「
職
員
」
か
ら
「
議
員
と
地
域
リ
ー
ダ
ー
」
に
変
え
て
も
極

め
て
近
似
し
た
調
査
結
果
が
出
て
い
る
点
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

『
都
市
化
と
議
員
・
地
域
リ
ー
ダ
ー
の
役
割
行
動
』
の
調
査
方
法
は
、
ハ

ン
タ
ー
流
の
「
声
価
法
」
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
が
、
「
二
二
市
の
そ
れ
ぞ

れ
に
お
い
て
、
議
員
と
ほ
ぽ
同
数
の
『
市
政
に
影
響
力
を
持
つ
有
力
者
』

と
い
う
基
準
で
、
『
地
域
社
会
の
中
で
主
要
な
地
位
を
も
つ
人
』
（
商
工
会

議
所
、
青
年
会
議
所
、
連
合
商
店
会
、
農
業
協
同
組
合
、
労
働
組
合
地
区
連
合
組
織
、

小
中
学
校
P
T
A
連
合
会
、
医
師
会
、
連
合
婦
人
会
等
の
代
表
者
）
．
市
の
審
議

会
等
の
委
員
を
務
め
て
い
る
人
の
中
か
ら
一
定
の
手
続
き
で
選
定
し
」

（
本
書
、
一
二
九
頁
）
、
議
員
六
九
四
人
、
地
域
リ
ー
ダ
ー
六
七
七
人
に
対
し

て
訪
問
面
接
聴
取
法
と
配
付
留
置
回
収
法
を
併
用
し
て
調
査
（
有
効
回
収

率
は
そ
れ
ぞ
れ
七
〇
．
二
％
、
七
〇
．
三
％
）
を
行
っ
た
。
「
市
の
一
般
政
策

の
立
案
に
関
し
て
次
の
タ
イ
プ
が
あ
る
と
し
ま
す
と
、
あ
な
た
の
市
は
、

ど
の
タ
イ
プ
に
近
い
と
思
わ
れ
ま
す
か
。
」
と
い
う
質
問
が
な
さ
れ
、
そ
の

回
答
方
法
は
、
下
記
の
九
つ
の
回
答
肢
か
ら
三
つ
ま
で
選
ぶ
と
い
う
も
の

で
あ
る
。
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調
査
結
果
で
は
、

が
少
な
い
の
で
、

両
者
の
評
価
が
合
成
さ
れ
た
得
票
率
が
表
示
さ
れ
て
い
る
が
、

団
と
地
域
住
民
リ
ー
ダ
ー
集
団
の
評
価
は
必
ず
し
も
一
致
し
て
い
る
と
は

い
え
な
い
。
」
（
本
書
、
一
二
九
頁
）
と
い
う
。
さ
ら
に
、
八
つ
の
ア
ク
タ
ー

（
市
長
、
職
員
、
議
会
、
各
種
団
体
、
市
民
・
世
論
、
国
・
県
、
企
業
、
職
員
組
合
）

の
得
票
率
を
二
二
市
ご
と
に
み
て
み
る
と
、
「
き
わ
め
て
多
様
」
で
あ
り
、

『
政
策
形
成
パ
タ
ー
ン
に
つ
い
て
の
類
似
点
や
共
通
性
を
見
出
す
こ
と
は

難
し
い
』
（
本
書
、
一
三
五
頁
）
と
い
う
。

　
し
か
し
、
市
長
と
議
会
の
平
均
値
を
一
応
の
基
準
に
す
る
と
、
「
強
議

会
ー
弱
市
長
型
」
「
強
市
長
ー
弱
議
会
型
」
「
市
長
ー
議
会
均
衡
型
」
の
三

つ
の
グ
ル
ー
プ
に
分
類
で
き
、
「
都
市
化
度
」
と
「
市
長
の
在
任
期
間
」

と
い
う
要
因
が
関
連
し
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
市

長
と
議
会
だ
け
で
な
く
住
民
を
加
え
た
三
者
間
の
影
響
力
構
造
（
得
票
率
）

市
長
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ヅ
プ
が
強
い

市
行
政
職
員
の
働
き
か
け
が
大
き
い

議
会
（
議
員
）
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
が
強
い

各
種
団
体
の
力
が
大
き
い

市
民
運
動
や
一
般
市
民
の
世
論
が
大
き
い

国
や
県
の
影
響
力
が
大
き
い

企
業
の
影
響
力
が
大
き
い

職
員
組
合
の
影
響
力
が
大
き
い

そ
の
他
（
具
体
的
に
）

　
　
　
　
平
均
選
択
数
（
得
票
率
）
は
地
域
リ
ー
ダ
ー
の
ほ
う

　
　
　
過
大
・
過
少
評
価
を
防
ぐ
数
量
的
な
工
夫
が
施
さ
れ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
議
員
集

を
み
て
み
る
と
、
『
市
長
一
元
型
」
「
市
長
＋
議
会
型
」
『
市
長
＋
住
民
型
」

「
議
会
＋
住
民
型
」
の
四
つ
の
バ
タ
ー
ン
が
見
い
出
さ
れ
る
と
い
う
．
こ

の
パ
タ
ー
ン
に
都
市
化
度
を
加
え
て
み
る
と
、
「
都
市
化
度
第
－
群
都
市

に
お
い
て
は
、
議
会
、
市
長
の
二
元
的
構
造
で
あ
り
、
第
n
群
都
市
に
お

い
て
は
、
市
長
が
断
然
強
い
一
元
的
構
造
と
な
り
、
第
皿
群
都
市
に
な
る

と
、
市
長
．
議
会
、
住
民
の
三
元
的
構
造
に
な
る
」
（
本
書
、
一
四
八
頁
）

こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
．

　
第
八
章
「
都
市
化
と
政
治
状
況
の
変
化
」
で
は
、
武
蔵
野
市
の
四
千
万

円
退
職
金
事
件
の
経
緯
と
背
景
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
著
者
は
武
蔵
野
市

の
住
民
で
あ
り
、
こ
の
事
件
摘
発
の
リ
ー
ダ
ー
の
一
人
で
あ
っ
た
。
こ
の

事
件
を
契
機
に
同
市
の
給
料
体
系
が
あ
か
る
み
に
さ
れ
、
市
役
所
職
員
の

給
与
、
退
職
金
等
の
是
正
の
た
め
、
統
一
地
方
選
挙
を
契
機
に
、
日
本
婦

人
有
権
者
同
盟
武
蔵
野
支
部
が
適
正
化
運
動
に
た
ち
あ
が
っ
た
こ
と
が
紹

介
さ
れ
て
い
る
。
同
時
に
、
社
会
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
シ
ス
テ
ム

の
不
備
か
ら
く
る
マ
ス
コ
ミ
活
用
の
重
要
性
が
説
か
れ
て
い
る
。
そ
の
後
、

市
の
行
政
改
革
を
推
進
し
よ
う
と
い
う
団
体
、
個
人
が
集
ま
っ
て
「
市
政

を
考
え
る
会
」
が
生
ま
れ
、
同
会
が
、
本
来
監
視
の
役
割
を
果
た
す
べ
き

「
議
会
」
に
関
す
る
問
題
点
、
そ
の
背
景
（
理
由
）
、
そ
の
対
策
案
を
ま
と

め
て
い
る
が
、
一
目
に
値
し
よ
う
。
ま
た
、
当
時
の
武
蔵
野
市
は
「
学
者

グ
ル
ー
プ
」
の
参
加
を
キ
ャ
ッ
チ
・
フ
レ
ー
ズ
に
し
て
い
た
が
、
学
者
が

こ
の
よ
う
な
「
内
部
管
理
」
の
問
題
に
気
が
つ
か
な
か
っ
た
点
に
も
著
者

は
批
判
の
目
を
向
け
て
い
る
。

　
第
九
章
「
都
市
化
と
行
政
体
質
」
で
は
武
蔵
野
市
役
所
の
行
政
体
質
に
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つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
前
掲
『
自
治
体
に
お
け
る
政
策
形
成
の
政

治
行
政
力
学
』
の
調
査
対
象
七
市
の
う
ち
人
口
や
都
市
化
度
で
同
質
的
な

武
蔵
野
市
、
府
中
市
、
厚
木
市
、
習
志
野
市
の
四
市
の
比
較
が
な
さ
れ
て
い

る
。
さ
ら
に
、
政
策
形
成
過
程
が
「
最
初
の
問
題
提
起
」
「
問
題
の
形
成
」

「
代
替
案
の
作
成
検
討
」
「
代
替
案
の
効
果
予
測
」
「
評
価
・
選
択
」
の
五

つ
の
段
階
に
分
け
ら
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
段
階
に
お
い
て
参
加
主
体
す
な
わ

ち
ア
ク
タ
ー
が
、
五
〇
の
事
業
全
体
に
与
え
た
影
響
の
大
小
が
わ
か
る
よ

う
に
調
査
が
設
計
さ
れ
て
い
る
．
ア
ク
タ
ー
と
は
、
先
述
の
「
行
政
外
部

主
体
要
因
」
、
「
行
政
内
部
主
体
要
因
」
の
こ
と
で
あ
る
。
四
市
を
比
較
す

る
と
、
最
初
の
「
問
題
の
形
成
」
す
な
わ
ち
ア
ジ
ェ
ン
ダ
・
セ
ッ
テ
ィ
ン

グ
（
農
窪
鼠
・
①
叢
鑛
）
の
段
階
で
大
き
な
特
色
が
見
ら
れ
、
そ
れ
以
外
の

段
階
で
は
格
差
が
少
な
く
な
っ
て
い
る
と
い
う
。
つ
ま
り
、
「
『
関
係
団

体
』
の
影
響
力
が
き
わ
め
て
強
大
で
あ
り
、
か
つ
、
『
市
長
』
の
影
響
力

が
低
」
（
本
書
、
一
七
五
頁
）
く
、
職
員
の
政
策
能
力
の
低
い
こ
と
が
指
摘

さ
れ
て
い
る
。

　
さ
ら
に
、
前
掲
七
市
に
お
け
る
職
員
の
モ
ラ
ー
ル
、
職
場
の
活
性
度
と

市
長
の
組
織
経
営
者
と
し
て
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
と
の
関
連
性
が
指
摘
さ

れ
て
い
る
。
と
く
に
、
武
蔵
野
市
の
課
長
の
消
極
性
や
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ

の
低
さ
な
ど
が
取
り
上
げ
ら
れ
、
部
長
、
課
長
、
一
般
職
員
の
職
位
間
に

お
け
る
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
の
在
り
方
の
分
類
が
な
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ

ち
、
「
集
中
型
」
「
部
長
型
」
「
課
長
型
」
「
分
散
型
」
の
四
つ
が
提
示
さ
れ
、

七
市
で
は
ど
の
型
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
が
「
主
』
で
「
従
」
で
あ
る
か
が

ま
と
め
ら
れ
て
お
り
、
た
と
え
ば
、
武
蔵
野
市
は
、
「
部
長
型
」
が
主
で
、

「
分
散
型
」
が
従
で
あ
る
と
さ
れ
る
。

　
第
十
章
「
『
農
村
型
自
治
』
か
ら
『
都
市
型
自
治
』
へ
の
変
革
過
程
」

は
、
第
一
章
か
ら
第
九
章
ま
で
の
総
括
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
章
で
あ
る
．

と
く
に
、
「
農
村
型
自
治
」
と
「
都
市
型
自
治
」
の
相
違
点
が
浮
彫
り
に

さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「
農
村
型
自
治
」
と
「
都
市
型
自
治
」
を
、

階
層
社
会
ー
平
等
社
会
、
静
態
的
社
会
ー
動
態
的
社
会
、
同
質
的
社
会
ー

多
元
的
社
会
、
無
限
責
任
型
－
有
限
責
任
型
（
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
）
、
社
会

的
地
位
・
ポ
ス
ト
ー
個
人
の
実
力
（
権
威
の
源
泉
）
、
依
存
型
住
民
－
参
加

型
住
民
、
受
益
者
意
識
－
納
税
者
意
識
と
し
て
対
比
し
て
い
る
。

　
い
ず
れ
に
せ
よ
、
わ
が
国
の
お
け
る
「
地
方
自
治
」
の
実
態
は
、
「
農

村
型
自
治
」
か
ら
「
都
市
型
自
治
」
へ
と
変
革
し
つ
つ
あ
る
過
渡
期
に
あ

る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
、
変
革
過
程
の
問
題
点
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
す
な

わ
ち
、
議
会
の
問
題
点
と
し
て
，
①
議
員
構
造
と
住
民
構
造
の
格
差
、
②

議
員
に
な
る
た
め
の
コ
ス
ト
の
増
大
、
③
議
員
報
酬
増
大
が
も
た
ら
す
弊

害
、
④
議
会
の
多
党
化
傾
向
、
⑤
組
織
指
向
の
革
新
系
議
員
、
⑥
審
議
能

力
・
監
視
批
判
能
力
の
低
下
、
⑦
行
政
執
行
や
人
事
へ
の
議
員
の
介
入
、

⑧
住
民
の
投
票
基
準
と
議
会
の
閉
鎖
性
が
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
．
さ
ら

に
、
市
長
の
問
題
点
と
し
て
、
そ
の
大
き
な
権
限
と
チ
ェ
ッ
ク
機
能
、
強

大
化
す
る
多
選
市
長
が
、
住
民
の
問
題
点
と
し
て
、
物
と
り
デ
モ
ク
ラ
シ

ー
の
蔓
延
、
社
会
の
主
体
者
意
識
の
未
成
熟
性
が
、
職
員
の
問
題
点
と
し

て
、
低
い
経
営
・
管
理
能
力
、
市
民
の
利
益
と
対
立
す
る
職
員
労
働
組
合

な
ど
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

　
第
十
一
章
と
第
十
二
章
で
は
、
ア
メ
リ
カ
の
シ
テ
ィ
・
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
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制
度
、
イ
ギ
リ
ス
、
西
ド
イ
ッ
で
の
市
政
改
革
な
ど
が
紹
介
さ
れ
て
い
る

が
、
第
十
三
章
の
終
章
は
「
都
市
型
自
治
」
実
現
の
た
め
の
さ
ま
ざ
ま
な

提
言
が
な
さ
れ
て
い
る
章
で
あ
る
。

　
わ
が
国
で
は
「
企
業
は
一
二
世
紀
、
行
政
は
一
九
世
紀
、
政
治
は
一
八

世
紀
」
で
あ
る
と
い
わ
れ
、
目
本
の
地
方
自
治
は
「
未
だ
に
新
し
い
都
市

型
社
会
を
前
提
と
し
た
『
地
方
自
治
』
の
指
導
理
念
が
確
立
し
て
お
ら
ず
、

現
在
に
お
け
る
『
地
方
自
治
』
の
制
度
や
運
営
も
多
分
に
古
い
農
村
型
社

会
を
前
提
と
し
た
も
の
か
ら
脱
皮
す
る
に
は
い
た
っ
て
い
な
い
。
し
た
が

っ
て
、
『
地
方
自
治
』
に
関
す
る
諸
制
度
を
、
早
急
に
『
農
村
型
制
度
』

か
ら
『
都
市
型
制
度
』
へ
と
転
換
し
．
『
地
方
自
治
』
の
分
野
に
お
け
る

社
会
状
況
と
政
治
・
行
政
状
況
の
間
の
ギ
ャ
ッ
プ
を
埋
め
る
こ
と
が
、

…
…
緊
急
の
課
題
」
（
本
書
、
二
六
〇
～
二
六
一
頁
）
で
あ
る
こ
と
が
提
起
さ

れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
前
章
で
紹
介
さ
れ
て
い
る
ア
メ
リ
カ
、
イ
ギ
リ
ス
、

西
ド
イ
ッ
の
例
を
参
考
に
し
な
が
ら
、
以
下
の
よ
う
な
点
に
つ
い
て
改
革

試
案
が
提
言
さ
れ
て
い
る
。

　
ま
ず
、
住
民
の
直
接
参
政
制
度
の
充
実
強
化
と
し
て
ω
条
例
の
制
定
改

廃
請
求
制
度
の
改
革
、
㈲
住
民
投
票
制
度
の
充
実
強
化
、
㈲
税
率
、
起
債

の
自
主
決
定
権
の
承
認
、
㈲
審
議
会
等
の
活
用
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
そ

の
ほ
か
、
行
政
情
報
の
公
開
、
専
門
議
員
制
度
の
導
入
、
地
方
自
治
体
に

対
す
る
外
部
監
査
制
度
の
導
入
、
首
長
の
多
選
禁
止
、
中
小
都
市
に
お
け

る
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
・
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
の
導
入
、
住
民
意
識
の
振
興

対
策
と
し
て
行
政
の
受
益
者
か
ら
自
治
の
主
体
者
へ
の
自
覚
な
ど
が
提
言

さ
れ
て
い
る
。

三
　
お
わ
り
に

　
行
政
活
動
は
、
そ
の
時
代
の
社
会
的
二
ー
ズ
に
対
応
し
た
も
の
が
あ
り
、

時
代
の
変
化
に
対
応
し
て
、
そ
の
量
と
質
を
変
え
て
い
く
も
の
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
な
行
政
と
社
会
と
の
関
係
を
明
確
に
と
ら
え
よ
う
と
す
る
も
の

が
本
書
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
一
貫
し
た
仮
説
は
都
市
化
に
よ
っ
て
地

方
自
治
体
の
政
策
形
成
過
程
が
大
き
く
変
化
し
て
き
て
い
る
の
で
は
な
い

か
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
農
村
型
社
会
か
ら
都
市
型
社
会

に
移
行
す
る
に
つ
れ
て
、
当
該
地
域
の
政
策
形
成
に
影
響
を
与
え
る
ア
ク

タ
ー
が
ど
の
よ
う
に
変
化
し
て
い
く
の
か
と
い
う
の
が
本
書
の
主
要
な
テ

ー
マ
と
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
こ
れ
か
ら
の
都
市
型
社
会
に
対
応
し
て

い
く
に
は
い
か
な
る
改
革
が
必
要
で
あ
る
か
に
つ
い
て
の
問
題
点
が
探
ら

れ
て
い
る
。

　
本
書
を
全
体
と
し
て
み
る
な
ら
ば
、
そ
の
分
析
ス
タ
イ
ル
が
徹
底
し
た

実
証
主
義
に
あ
る
。
さ
ら
に
、
実
態
調
査
を
し
な
い
と
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
研

究
は
生
ま
れ
て
こ
な
い
と
い
う
著
者
の
信
念
と
も
い
う
べ
き
立
場
が
本
書

で
は
強
く
貫
か
れ
て
い
る
。

　
　
　
（
ぎ
ょ
う
せ
い
・
一
九
八
五
年
刊
・
A
5
判
二
九
二
頁
・
二
、
O
O
O
円
）
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